
【
問
合
せ
】
子
育
て
支
援
課 

　
こ
ど
も
家
庭
支
援
班

�

☎
７
７
３

－

６
８
２
２

６
月
は
児
童
手
当
・ 

特
例
給
付
の
支
給
月
で
す 

　
児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
、
指

定
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

振
込
日　
６
月
１２
日
㈬

対
象
月　
２
月
～
５
月
分

手
当
の
支
給
月
額

�

（
児
童
一
人
当
た
り
）

３
歳
未
満
の
児
童

　
一
律　
１
５
，０
０
０
円

３
歳
～
小
学
６
年
生
の
児
童

　
第
１
・
２
子�

１
０
，０
０
０
円

　
第
３
子
以
降�

１
５
，０
０
０
円

中
学
生

　
一
律　
１
０
，０
０
０
円

特
例
給
付

　
一
律　
５
，０
０
０
円

（
所
得
制
限
限
度
額
を
超
過
し

た
受
給
者
）

児
童
手
当
の
現
況
届

　

児
童
手
当
の
継
続
受
給
に
は
、

毎
年
６
月
１
日
の
現
況
を
届
け
出

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
対
象
者
へ
６
月
上
旬
に
現
況
届

を
送
付
し
ま
す
。
期
限
内
に
ご
提

出
く
だ
さ
い
。
提
出
が
な
い
と
支

給
停
止
と
な
り
ま
す
。

提
出
期
限　
６
月
２８
日
㈮

【
問
合
せ
】
小
千
谷
税
務
署

☎
㈹
０
２
５
８

－

８
３

－

２
０
９
０

�

（
自
動
音
声
案
内
）

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度

説
明
会

　
小
千
谷
税
務
署
で
は
、
事
業
者

を
対
象
と
し
た
消
費
税
軽
減
税
率

制
度
に
関
す
る
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。
す
べ
て
の
事
業
者
に
関
係

あ
る
制
度
で
す
。
ぜ
ひ
、
お
こ
し

く
だ
さ
い
。
事
前
に
小
千
谷
税
務

署
に
予
約
が
必
要
で
す
。

日
時

①
６
月
５
日
㈬

　
午
後
１
時
３０
分
～
２
時
３０
分

②
６
月
１０
日
㈪

　
午
後
１
時
３０
分
～
２
時
３０
分

③
６
月
１８
日
㈫

　
午
後
１
時
～
２
時
３０
分

④
６
月
１９
日
㈬

　
午
後
１
時
～
２
時
３０
分

⑤
６
月
２０
日
㈭

　
午
後
１
時
～
２
時
３０
分

⑥
６
月
２１
日
㈮

　
午
後
１
時
～
２
時
３０
分

⑦
６
月
２４
日
㈪

　
午
後
１
時
～
２
時
３０
分

⑧
６
月
２６
日
㈬

　
午
前
１０
時
～
１１
時
３０
分

⑨
７
月
２４
日
㈬

　
午
後
１
時
３０
分
～
２
時
３０
分

⑩
７
月
２５
日
㈭

　
午
後
１
時
３０
分
～
２
時
３０
分

会
場

①
大
和
庁
舎
３
階

大
会
議
室

②

小
千
谷
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

「
サ
ン
ラ
ッ
ク
お
ぢ
や
」
３
階

大
ホ
ー
ル
〔
小
千
谷
市
桜
町
〕

③
④
南
魚
沼
地
域
振
興
局

講
堂

⑤

⑥
小
出
郷
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階

第
一
研
修
室
〔
魚
沼
市
井
口
新

田
〕

⑦

⑧
小
千
谷
市
役
所
４
階

大
会

議
室
〔
小
千
谷
市
城
内
〕

⑨

湯
沢
町
役
場
３
階

大
会
議
室

〔
湯
沢
町
神
立
〕

⑩

小
出
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

１
階

多
目
的
室
〔
魚
沼
市
小

出
島
〕

定
員

①
②
⑨
⑩
５０
人

③
④
３０
人

⑤
⑥
⑦
⑧
２０
人

締
切
り

①
②
５
月
３１
日
㈮

　
午
後
５
時
ま
で

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
６
月
１４
日
㈮

　
午
後
５
時
ま
で

⑨
⑩
７
月
１９
日
㈮

　
午
後
５
時
ま
で

申
込
み

①
②
⑨
⑩
小
千
谷
税
務
署

　
法
人
課
税
部
門

☎
０
２
５
８

－

８
３

－

２
０
９
２

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
小
千
谷
税
務
署

　
個
人
課
税
部
門

☎
０
２
５
８

－

８
３

－

０
２
７
４

共
通
事
項

受
付
け　
各
回
開
始
１０
分
前
～

対
象　
個
人
事
業
主
と
法
人

料
金　
無
料

持
ち
物　
筆
記
用
具

【
問
合
せ
】
税
務
課�

市
民
税
係

�

☎
７
７
３

－

６
６
６
８

児
童
手
当
用
・
児
童
扶
養
手

当
用
所
得
証
明
書
は
窓
口
請

求
・
郵
送
請
求
を

　

所
得
の
証
明
書
に
つ
い
て
は
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
交

付
サ
ー
ビ
ス
（
コ
ン
ビ
ニ
交
付
）

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
社
会
保
障
に
関
す
る
市
町
村
間

や
県
な
ど
で
の
手
続
き
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し
た
情
報
連
携

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
児
童
手

当
や
児
童
扶
養
手
当
の
手
続
き
で

は
、
ほ
と
ん
ど
の
受
給
者
が
手
当

用
の
所
得
証
明
書
を
提
出
す
る
必

要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
手
当
用
の
所
得
証

明
書
は
、
３
月
末
で
コ
ン
ビ
ニ
交

付
を
終
了
し
ま
し
た
。
必
要
な
場

合
は
、
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
ご
請

求
く
だ
さ
い
。

　
一
般
用
の
所
得
証
明
書
と
所
得
・

課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
は
、
引

き
続
き
コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
で
き
ま

す
。（
コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
）

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
大
和
商
工
会

�

☎
７
７
７

－

３
５
０
０

　
六
日
町
商
工
会

�

☎
７
７
２

－

２
５
９
０

　
塩
沢
商
工
会

�

☎
７
８
２

－

１
２
０
６

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

取
扱
店
募
集

　
市
が
発
行
を
企
画
し
て
い
る
南

魚
沼
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の

取
扱
店
を
募
集
し
ま
す
。

取
扱
店
資
格

市
内
に
店
舗
を
持
つ
事
業
者

募
集
期
間

　
６
月
１４
日
㈮
～
７
月
２２
日
㈪

※

１１
月
２９
日
㈮
ま
で
申
込
み
で
き

ま
す
が
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

み
の
掲
載
と
な
り
ま
す

申
込
み

申
込
書
の
配
布
・
提
出
な
ど
詳

し
く
は
、
各
商
工
会
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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